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○ 伊達市競争入札心得 

平成18年１月１日告示第８号 

改正 

平成19年10月12日告示第110号 

平成25年２月21日告示第９号 

平成27年３月27日告示第59号 

平成27年10月20日告示第121号 

令和５年２月22日告示第19号 

令和８年３月27日告示第25号 

伊達市競争入札心得 

（趣旨） 

第１条 伊達市の工事又は製造の請負契約及び物品の買入れその他の契約に係る一般競争及

び指名競争を行う場合における入札（以下「競争入札」という。）その他の取扱いについ

ては、地方自治法（昭和22年法律第67号）、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以

下「令」という。）、伊達市財務規則（平成18年伊達市規則第39号）その他法令に定める

もののほか、この心得の定めるところによるものとする。 

（入札保証金等） 

第２条 入札保証金の納付等については、別に定めるところによる。 

（入札等） 

第３条 競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、伊達市が規定

する契約に関する約款、指名通知書、設計図書等（仕様書、図面等をいう。以下同

じ。）、金額抜き設計書、契約方法及び入札時条件、並びに現場等を熟覧し、並びに暴力

団排除に関する宣誓事項を承諾の上、入札しなければならない。この場合において、設計

図書等、契約の方法、入札の条件及びこの心得について疑義あるときは、関係職員の説明

を求めることができる。 

２ 入札参加者は、入札参加資格確認書又は指名通知書に記載された所定の日時に所定の場

所に本人が出席して入札書（様式第１号）を提出することとし、郵便をもって提出するこ

とができない。 

３ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状（様式第２号）を持参させ確認

を受けなければならない。この場合において、入札書には委任者と代理人を併記し、代理

人の押印をもって入札しなければならない。 

４ 入札参加者は、令第167条の４第２項の規定に該当する次の者を入札代理人とすること

はできない。 

(１) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは

数量に関して不正の行為をした者 

(２) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るた

めに連合した者 

(３) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

(４) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

(５) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

(６) 前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行に

当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用した者 



2/5 

５ 入札参加者又は入札参加者の代理人（以下「入札参加者等」という。）は、当該入札に

対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 

６ 入札参加者等は、入札書に記名押印の上必要な事項を記載し、契約担当職員の指示に従

い入札しなければならない。 

７ 入札参加者等は、工事の請負契約に係る入札の場合、入札書に加えて入札書に記載され

た入札金額に対応した見積内訳総括表（様式第３号）を必ず提出しなければならない。 

８ 入札参加者等は、入札書をいったん提出した後は、開札の前後を問わず、書き換え、引

き換え、又は撤回をすることができない。 

９ 提出された入札書は、開札の前後を問わず、返却しない。 

（入札の辞退） 

第４条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することが

できる。 

２ 指名を受けた者が入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより市長に申し

出るものとする。 

(１) 入札執行前にあっては、入札辞退届（様式第４号）を契約権者に直接持参し、又は

郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６

項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による

同条第２項に規定する信書便による発送（入札日の前日までに到達するものに限る。）

により行う。 

(２) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行す

る者に提出することにより行う。 

３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名について不利益な取扱いを受けるも

のではない。 

（公正な入札の確保） 

第５条 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律

第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

２ 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価

格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならな

い。 

３ 入札参加者等は、落札の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示

してはならない。 

（入札の取りやめ等） 

第６条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執

行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を当該入札に参加させず、

又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 

２ 指名競争入札において、入札参加者等が１者の場合は入札の執行を取りやめる。ただ

し、次条に規定する無効な入札書の提出により、有効な入札書を提出した者が１者となっ

た場合については、この限りでない。 

３ 入札辞退届又は辞退の旨を明記した入札書の提出により、入札書を提出した者が１者と

なった場合、初度入札においては、入札の執行を取りやめる。ただし、再度入札において

は、この限りでない。 

（入札書の無効及び入札参加者等の失格） 
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第７条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 

(１) 競争に参加する資格のない者が提出した入札書 

(２) 所定の日時までに所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付又は提供しない

者が提出した入札書。ただし、免除された者を除く。 

(３) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条

第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第２項に規定する信書便による入札書 

(４) 委任状を持参しない代理人が提出した入札書 

(５) 同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理人が提出した

入札書 

(６) 同一人が同一事項に対して２通以上の入札書を提出し、その前後を判別することが

できない入札書又は後発の入札書 

(７) 鉛筆書きによる入札書 

(８) 金額の記入がない、金額を訂正した、又は金額が判読できない入札書 

(９) 誤字、脱字等により入札書の記載事項に誤りがあるもの又は記名若しくは押印を欠

く入札書 

(10) 宛先、名称又は商号、押印のいずれかがない入札書 

(11) 日付がない、又は指定された入札日の日付となっていない入札書 

(12) 明らかに連合と認められる入札書 

(13) 見積内訳総括表を提出しない者が提出した入札書 

(14) 見積内訳総括表の積算価格と入札金額が一致しない入札書 

(15) 見積内訳総括表の記入漏れ、根拠不明な値引きの記載、計算誤りなど入札金額の根

拠資料として不適切な入札書 

(16) 入札書及び委任状の訂正を行った場合において、入札参加者等の訂正印又は署名に

よる訂正がない入札書 

(17) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件又は伊達市において特に指定した条

件に違反した入札書 

２ 次の各号のいずれかに該当する入札参加者等は、失格とする。 

(１) 最低制限価格（消費税及び地方消費税相当額を除いたものをいう。以下同じ。）を

設けている場合は、入札金額が最低制限価格を下回る入札をした者 

(２) 再度の入札において、前回の最低価格以上の価格で入札をした者 

（開札） 

第８条 開札は、入札終了後、当該入札場所において、入札者等を立ち合わせてその結果を

通知する。 

（落札者の決定） 

第９条 入札者等のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札

者とする。ただし、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者の入札価格

によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認

めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれ

があって著しく不適当であると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入

札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 

２ 最低制限価格を設けている場合は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上
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の価格をもって入札した者を落札者とする。 

３ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者等にくじ

を引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者

があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとす

る。 

（再度入札） 

第10条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札

がないときは、直ちに再度入札書（様式第５号）により再度の入札を行う。この場合に再

度の入札は２回以内とする。 

２ 再度の入札を行うとき、第７条第１項に規定する入札書の無効、又は、同条第２項に規

定する入札参加者等の失格となった者は、再度の入札に参加することができない。 

（契約保証金等） 

第11条 契約保証金の納付については、別に定めるところによる。 

（契約書等の提出） 

第12条 落札者は、契約権者が指示する契約書及び添付書類（以下「契約書等」という。）

に住所、氏名その他必要な事項を記載し、これに記名押印し、落札決定の日から速やかに

契約担当職員に提出しなければならない。ただし、契約権者の承諾を得た場合は、この限

りでない。 

２ 落札者が前項に規定する期間内に契約書等を提出しないときは、落札を取り消すことが

ある。 

３ 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は落札決定後速やかに契約権者が指示

する請書等を提出しなければならない。ただし、契約権者がその必要がないと認めて指示

したときは、この限りでない。 

（議会の議決を要する契約） 

第13条 議会の議決を要する契約については、議会の議決を得るまでは仮契約とし、議会の

議決を得たときに本契約としての効力が生ずるものとする。 

２ 仮契約の相手方が仮契約期間中に、伊達市工事等の請負契約に係る競争入札参加者の資

格審査及び指名等に関する要綱（平成18年伊達市告示第４号）が規定した違反事項の事実

があったときは、当該仮契約を解除することがある。 

３ 前項により仮契約を解除しても、市は一切の責めを負わないものとする。 

（建設業退職金共済制度への加入） 

第14条 市発注工事を落札し、工事請負契約を締結する際は、原則として「建設業退職者共

済組合」と、共済契約を結び証紙を購入したうえ、金融機関の発行する掛金収納書を提出

しなければならない。証紙購入額は次を基準とする。 

(１) 土木工事は消費税又は消費税相当分を除いた請負金額の1,000分の２ 

(２) 建築工事（設備工事を含む。）は消費税又は消費税相当分を除いた請負金額の

1,000分の1.5 

（異議の申立て） 

第15条 入札者等は、入札後、設計図書等、入札の条件及びこの心得についての不明を理由

として、異議を申し立てることはできない。 

（共同事業体に関する事項） 

第16条 共同企業体が入札に参加する場合においては、代表者があらかじめ他の構成員から
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入札に関する一切の権限を委任された委任状を提出し、入札に参加しなければならない。 

附 則 

この心得は、平成18年１月１日から施行する。 

附 則（平成19年10月12日告示第110号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年２月21日告示第９号） 

この告示は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月27日告示第59号） 

この告示は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年10月20日告示第121号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年２月22日告示第19号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和８年３月27日告示第25号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 


